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地方独立行政法人さんむ医療センター第２期中期目標 

 

前文 

独立行政法人さんむ医療センター（以下、「医療センター」という）は、平成 22 年 4 月 1

日より、組合立国保成東病院から地方独立行政法人に経営主体を変更し、公的病院として

の使命を堅持しつつ、効率的な病院経営を行ってきた。 

医療・保健・介護を健診から在宅までを含めて三位一体で切れ目なく地域住民に提供し、

安心して暮らすことができる環境を整備することを目指す。そのため、機能を発揮する手

段としてふさわしい施設整備及び移転を検討する。期間を 3 年間とし、次の中期目標と合

わせての中長期目標とする。 

 設立以来医療センターの運営面、経営面においては、さまざまな改善の取組等を実施し

た。救急医療の提供、回復期リハビリテーション病棟の開設・運営、周産期医療における

分娩件数の再開・増加等、地域住民が安心して生活できる環境整備に取り組んでいる。 

 さて、病院を取り巻く環境は、尐子高齢化の影響を大きく受け、平成 22 年度国勢調査で

は山武市の高齢化率が全国平均を上回る速度で進んでいる。このような外部環境の変化に、

迅速かつ柔軟に対応し、地域住民が安心かつ良質な医療サービスを受けられる体制が求め

られている。 

 このようなことから、平成 26 年度からの中期目標期間においては、患者サービスの向上

を基本とし、さらに、住民が安心して暮らせる医療サービスを将来にわたり安定的に提供

するため、持続可能な経営に引き続き努力するとともに、救急医療、産科医療、小児医療

といった急性期医療から回復期医療、在宅医療を含む地域に必要な医療を充実させ、保健・

医療・介護の連携を切れ目なく提供することが求められる。 

 中期目標の策定にあたっては、地方独立行政法人発足時の理念を継続して掲げたうえで、

前期中期目標期間の経営面・運営面における実績等を踏まえ、さらなる自主性・自立性を

発揮し、効率的で柔軟な医療サービスの提供を通じて、地域住民とのより強固な信頼関係

の構築に努めることを期待する。 

 

第１ 中期目標の期間 

 平成 26 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの 3 年間とする。医療・保健・介護を

健診から在宅まで三位一体で切れ目なく地域住民に提供し、安心して暮らすことができる

医療環境を整備することを目途とする。目途を実現するための施設整備を検討する。また、

財務基盤を強化し、経営を安定させることで、地域住民により安心感を与える。これらの

内容を含め、次の中期目標に円滑につなげる。期間を 3 年間とし、次の中期目標と合わせ

ての中長期目標とする。 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 １ 地域の特性に配慮した医療の提供 
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 （1）医療提供体制の整備 

 医療需要の質的・量的変化や新たな医療課題に適切に対応するため、患者動向や医

療の需要など社会の変化に即して診療部門の見直し及び充実を行うこと。 

 また、再開した産科医療の維持向上とともに、回復期医療から在宅医療・介護の連

携による地域住民の高齢化に伴う慢性疾患への対応と、今後地域社会において一層必

要とされることが予想されるがん患者に対する緩和ケア等の充実を図るための診療体

制を整備すること。 

 

  (2) 医療機器等の計画的な整備及び更新 

 医療センターに求められる医療を提供できるよう、中期目標の期間において、医療

機器等の整備及び更新を積極的に進めること。 

 

(3) 救急医療の充実 

   二次救急医療機関として、住民が安心できる救急医療体制の充実を図ること。 

 

 ２ 医療水準の向上 

 (1) 医療職の人材確保 

   医療センターにおいて提供する医療水準を向上させるため、優秀な医師、看護師及

び医療技術職員の確保に努めるとともに、教育研修体制の充実を図り、臨床研修医及

び後期研修医（専門分野の研修を行う医師をいう。）の受入れに努めること。 

   医師及び看護師等の人材確保については、大学等関係機関との連携強化を図ること。

また、働きやすいワークライフバランスの充実を実現し、優秀な医療人材が集まる病

院となることを目標とする。短時間正職員等、多様な価値観や家庭環境に柔軟に対応

できる勤務形態を整備し、職員満足度の更なる向上を目指す。そのうえで教育実習等

の受け入れや関係教育機関との連携強化を図ること。これらについて、市としても最

大限の努力をする。 

 

(2) 医療職の専門性及び医療技術の向上 

   医師、看護師及び医療技術職員に対して、資格の取得も含めた教育研修体制の充実

を図るとともに各職務に関連する専門資格の取得など、自己実現の場として、専門性

及び医療技術の向上（スキルアップ）をサポートすること。 

   医療スタッフの職員満足度を向上させ、スタッフの確保及び定着を図るため、さら

に働きやすい環境づくりに努め、職員にとってより魅力ある病院を目指すこと。 

 

(3) 地域医療連携の推進 

地域の中核的病院として、他の医療機関との機能分担と連携を強化するとともに、

山武郡市医師会及び山武郡市歯科医師会からの紹介患者の受入と両医師会との医療情
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報の共有化を図ること。また、医療連携のためのＩＴの活用を推進すること。 

   地域の医療機関・介護保健施設等と連携して、往診や訪問看護による在宅療養者及

び家族を総合的に支援する体制を構築すること。医療・保健・介護を健診から在宅ま

で三位一体で切れ目なく提供すること。 

 

(4) クリニカルパスの向上 

 標準的かつ効率的な医療を提供することで患者負担を軽減し、治療期間の短縮にも

寄与できるよう、クリニカルパス（疾患別に退院までの治療内容を標準化した計画表

をいう。）の作成及び適用を進め、質の高い医療を提供すること。また、医療機関の連

携、ネットワーク化を支える地域医療連携パスの普及を進めること。他医療機関との

多元的な医療連携を通じて地域医療の活性化に取り組むこと。 

 

 ３ 患者サービスの一層の向上 

  業務改善、人材育成、職員教育等により患者サービスの一層の向上を行うこと。経営

努力によって医療者を集め、患者サービスを考えた医療提供を行うことで患者満足度の向

上を図る。地域住民により信頼され必要とされる病院となるため、患者・住民の意見を取

り入れる仕組みづくりを積極的に行うこと。 

(1) 診療待ち時間の改善等 

   患者サービスの一層の向上を図るため、外来診療、検査等の待ち時間の短縮に努め

ること。 

 

(2) 院内環境及び患者・来院者等の快適性の向上 

 患者や来院者に快適な環境を提供するため、施設の改修及び補修をきめ細かく実施

するとともに、患者のプライバシーに配慮した院内環境の整備に努めること。 

 

(3) 患者・来院者の利便性向上 

   病院内の案内等を充実するなど患者・来院者の移動しやすさに配慮し、利便性の向

上に取り組むこと。 

 

(4) 職員の接遇向上 

   職員一人ひとりが接遇の重要性を認識して、接遇の向上に努めること。 

 

４ 安心で信頼できる良質な医療の提供 

 (1) 安全対策の徹底 

患者及び住民に信頼される良質な医療を提供するため、医療事故防止対策・院内感染

防止対策を立案し、各部署に指導を徹底するとともに、医療事故等に関する情報の収

集分析に努め、医療事故の発生及び再発防止を図ること。 
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(2) 信頼される医療の実施 

 医療の中心は患者であるという認識のもと、患者や地域住民と病院との信頼関係を

築き上げ、真に地域に密着した病院となること。患者の権利を尊重し、インフォーム

ドコンセント（患者やその家族が、自ら受ける治療の内容に納得し、自分に合った治

療法を選択できるような十分な説明を受けた上での同意をいう。）を徹底すること。  

カルテ・レセプト等医療情報の適切な情報開示を進め、患者・地域住民との関係をよ

り強固なものにすること。 

   また、セカンドオピニオン（患者やその家族が、治療法等の判断に当たって、主治

医とは別の医師の意見を聴くこと。また、その意見をいうこと。）外来及び緩和ケア、

回復期リハビリテーションをより充実し、患者が地域で安心して治療を受けられる環

境を整備すること。 

 

(3) 法令の遵守 

   患者が安心して医療を受けられるよう、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）をはじめ

とする関係法令を遵守するとともに、行動規範と倫理を確立すること。 

   また、個人情報の取り扱いについては、法令を遵守し適切に行うこと。 

 

５ 市の医療施策推進における役割 

(1) 市の保健・介護行政との連携 

   住民の健康増進を図るため、市の機関と連携・協力して各種健康診断を実施するな

ど、疾病予防及び介護予防の推進を図ること。 

 

(2) 災害時における医療協力と役割 

   平時から市との連携を図り情報の共有化に努めるとともに、市が行う災害訓練等に

積極的に参加し、災害対応マニュアルを作成するなど、災害医療の拠点となるように

体制を備えること。 

また、災害発生時においては、医療提供機能の提供継続ための BCP（事業継続計画）

及び災害対策マニュアルの対策をもって地震・津波・台風その他非常時に対応し、患

者を受け入れる医療救護活動の中心的役割を担うこと。 

 

(3) 住民への保健医療情報の提供及び発信 

医療に関する専門分野の知識を活用し、住民対象の公開講座の開催やホームページや

広報紙等での医療情報の提供など、保健医療及び健康に関する情報の発信及び普及啓

発を推進すること。 

 

(4) 住民との連携 
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   病院ボランティアの受け入れを積極的に行い、地域に開かれた病院として、地域住

民と医療センターの連携を深めること。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 １ 地方独立行政法人としての運営管理体制の持続的な発展 

  地方独立行政法人として運営をより的確に行えるよう、理事会及び事務局等の体制を

整備する。中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標を確実に達成する認識を持

ちながら病院の維持向上に努め、地方独立行政法人としての病院運営管理体制を持続させ

ながら発展に努めること。 

病院内において指示・文書等の情報の流れを円滑・明確にし、組織全体として、情報の

共有を徹底するとともに、変化への対応能力、意思決定の迅速化を図ること。 

 

 ２ 効率的かつ効果的な業務運営 

  (1) 適切かつ弾力的な人員配置 

   医療需要の変化や病院経営を取り巻く状況に迅速に対応するため、医師をはじめと

する職員の配置を適切に行うこと。 

 

  (2) 職員の職務能力の向上 

① 医療職の職務能力の高度化・専門化を図るため、専門医・指導医、認定看護師

等の資格取得も含めた教育研修システム（短期留学助成などを含む）を整備する

こと。ひいては、患者サービスの向上につながる研修を進めること。 

   ② 事務職については、経営企画部門の水準向上を図り、病院経営全般についてよ

り推進できる体制とすること。また、総合的な視点を持ち組織横断的役割を担う

職員を育成すること。 

 

(3) 人事評価制度の適切な運用 

職員の努力が評価され業績や能力を的確に反映した人事及び昇任管理を行うため、人

事評価制度を公正な立場からより一層適正に運用を図ること。 

 

(4) 勤務成績を考慮した給与制度の適切な運用 

地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 57 条第１項の規定に基づき、職

員の勤務成績を考慮した給与制度について、より一層適正な運用を図ること。 

 

  (5) 職員の就労環境の整備 

   日常業務の見直しや、施設改善を推進し、職員にとって働きやすい就労環境の整備

に努めること。職員の事情に応じ、その能力を十分発揮できるような柔軟かつ多様な

勤務形態を取り入れるとともに、業務の見直しを図ること。 
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  (6) 業務改善に取り組む組織の醸成 

   より良い病院経営のため、職員の意欲を高め、業務運営への積極的な参画を促すな

ど、継続的に業務改善へ取り組むこと。ひいては、患者サービスの向上につながる改

善を進めること。 

 

  (7) 予算執行の弾力化等 

   中期計画の枠において、予算科目や年度間で予算を弾力的に運用できる会計制度を

活用し、効率的・効果的な事業運営に努めること。 

また、多様な契約手法を活用するなど、費用面でのコスト削減を図ること。 

 

  (8) 収入の確保と支出の節減 

   ア 収支全般 

 医業収支比率については類似黒字病院と同等を目標とし、かつ給与比率は 50％

台を目標として努力すること。またＤＰＣを活用することにより、収支両面にわ

たるマネジメントを徹底し、財務基盤の強化を図ること。 

 

イ 収入の確保 

     病床管理による病床利用率の向上、高度医療機器の稼働率の向上、診療報酬改

定への柔軟な対応及び適切な人員配置などにより、収入面での財務体質の向上を

図る。また、診療報酬改定や健康保険法等の改正に的確に対処するとともに、診

療報酬の請求漏れや減点の防止、未収金の未然防止対策と早期回収に努めること。 

 

ウ 費用節減 

効率的な病院経営のため、必要な費用を適切に見積もるとともに、人件費や経費

については具体的な数値目標を設定し、その達成を図ること。人件費については、

黒字の病院の数値を参照し、病院の役割・規模・地域性を考慮して目標を定め削

減に努めること。後発医薬品の採用促進を図るとともに、医薬品及び診療材料等

の購入方法を検討して費用の節減に努め、費用対効果から総合的に勘案し、適正

な価格において契約を行うこと。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 公的な病院としての使命を果たしていくための経営基盤を確保するため、「第３ 業務運

営の改善及び効率化に関する事項」で定めた事項に即した中期計画及び年度計画を作成し、

これに基づいて病院を運営することにより健全経営を維持すること。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 
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 １ 施設整備の推進 

  介護老人保健施設及び病児保育施設の設置を検討すること。 

 

 ２ 医療・保健・介護の三位一体的な提供 

医療センターが中心となり、地域で高齢者が安心して暮らせるよう、地域包括型医療

の推進に努めること。 
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さんむ医療センター 第２期中期目標 新旧対照表 

 

現行 変更案 

地方独立行政法人さんむ医療センター 中期

目標 

 

前文 

組合立国保成東病院は、昭和28年６月の開

院より57年間にわたり、山武郡市における地

域医療の中核的病院として、地域全体の医療

水準の向上に努めてきた。 

しかし、近年の病院を取り巻く環境はます

ます厳しさを増してきており、公的病院とし

ての使命を堅持しつつ、持続的かつ安定的に

医療を提供するため、検討を重ねた結果、地

方独立行政法人に運営を移行することとし

た。 

なお、検討過程において、一部事務組合を構

成する山武市を除く３市町より、地方独立行

政法人化以前に、構成団体より脱退する旨の

申し出があり、これを踏まえ当該組合を解散

し、山武市が単独で地方独立行政法人さんむ

医療センター（以下「医療センター」という。）

を設立するものである。 

地方独立行政法人化後は、救急医療をはじめ

住民が求める地域に根ざした医療の提供に努

めるとともに、地方独立行政法人制度の特徴

を生かして、サービスの向上と経営の効率化

等に積極的に取り組み、患者及び住民の信頼

に最大限応えていくことを期待する。 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人さんむ医療センター 中期

目標 

 

前文 

独立行政法人さんむ医療センター（以下、「医

療センター」という）は、平成22年4月1日よ

り、組合立国保成東病院から地方独立行政法

人に経営主体を変更し、公的病院としての使

命を堅持しつつ、効率的な病院経営を行って

きた。 

医療・保健・介護を健診から在宅までを含め

て三位一体で切れ目なく地域住民に提供し、

安心して暮らすことができる環境を整備する

ことを目指す。そのため、機能を発揮する手

段としてふさわしい施設整備及び移転を検討

する。期間を3年間とし、次の中期目標と合わ

せての中長期目標とする。 

 設立以来の医療センターの運営面、経営面

においては、さまざまな改善の取組等を実施

した。救急医療の提供、回復期リハビリテー

ション病棟の開設・運営、周産期医療におけ

る分娩件数の再開・増加等、地域住民が安心

して生活できる環境整備に取り組んでいる。 

 さて、病院を取り巻く環境は、尐子高齢化

の影響を大きく受け、平成22年度国勢調査で

は山武市の高齢化率が全国平均を上回る速度

で進んでいる。このような外部環境の変化に、

迅速かつ柔軟に対応し、地域住民が安心かつ

良質な医療サービスを受けられる体制が求め

られている。 

 このようなことから、平成26年度からの中

期目標期間においては、患者サービスの向上
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第１ 中期目標の期間 

 平成22年４月１日から平成26年３月31日ま

での４年間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

 １ 地域の特性に配慮した医療の確立と提

供 

  (1) 診療体制の整備 

   医療需要の質的・量的変化や新たな医

療課題に適切に対応するため、患者動向や医

療の需要など社会の変化に即して診療部門の

を基本とし、さらに、住民が安心して暮らせ

る医療サービスを将来にわたり安定的に提供

するため、持続可能な経営に引き続き努力す

るとともに、救急医療、産科医療、小児医療

といった急性期医療から回復期医療、在宅医

療を含む地域に必要な医療を充実させ、保

健・医療・介護の連携を切れ目なく提供する

ことが求められる。 

 中期目標の策定にあたっては、地方独立行

政法人発足時の理念を継続して掲げたうえ

で、前期中期目標期間の経営面・運営面にお

ける実績等を踏まえ、さらなる自主性・自立

性を発揮し、効率的で柔軟な医療サービスの

提供を通じて、地域住民とのより強固な信頼

関係の構築に努めることを期待する。 

 

第１ 中期目標の期間 

 平成26年4月1日から平成29年3月31日まで

の3年間とする。医療・保健・介護を健診から

在宅まで三位一体で切れ目なく地域住民に提

供し、安心して暮らすことができる医療環境

を整備することを目途とする。目途を実現す

るための施設整備を検討する。また、財務基

盤を強化し、経営を安定させることで、地域

住民により安心感を与える。これらの内容を

含め、次の中期目標に円滑につなげる。期間

を3年間とし、次の中期目標と合わせての中長

期目標とする。 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

 １ 地域の特性に配慮した医療の提供 

 （1）医療提供体制の整備 

   医療需要の質的・量的変化や新たな医

療課題に適切に対応するため、患者動向や医

療の需要など社会の変化に即して診療部門の

見直し及び充実を行うこと。 
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見直し及び充実を行うこと。 

   また、山武地域の切実な課題である産

科医療の再開に努めるとともに、地域住民の

高齢化による慢性疾患への対応と、今後、地

域社会において一層必要とされることが予想

されるがん患者に対する緩和ケア等の充実を

図るための診療体制を整備すること。 

 

  (2) 医療機器等の計画的な整備及び更新 

   医療センターに求められる医療を提供

できるよう、中期目標の期間において、医療

機器等の整備及び更新を積極的に進めるこ

と。 

 

  (3) 救急医療の充実 

   二次救急医療機関として、住民が安心

できる救急医療体制の充実を図ること。 

 

 ２ 医療水準の向上 

  (1) 医療職の人材確保 

   医療センターにおいて提供する医療水

準を向上させるため、優秀な医師、看護師及

び医療技術職員の確保に努めるとともに、教

育研修体制の充実を図り、臨床研修医及び後

期研修医（専門分野の研修を行う医師をい

う。）の受入れに努めること。 

   医師及び看護師等の人材確保について

は、大学等関係機関との連携強化（寄付講座

の検討、奨学金制度の検討）を図ること。ま

た教育実習等の受け入れや関係教育機関との

連携強化を図ること。これらについて、市と

して最大限の努力をする。 

 

 

 

 

 

   また、再開した産科医療の維持向上と

ともに、回復期医療から在宅医療・介護の連

携による地域住民の高齢化に伴う慢性疾患へ

の対応と、今後地域社会において一層必要と

されることが予想されるがん患者に対する緩

和ケア等の充実を図るための診療体制を整備

すること。 

 

 (2) 医療機器等の計画的な整備及び更新 

   医療センターに求められる医療を提供

できるよう、中期目標の期間において、医療

機器等の整備及び更新を積極的に進めるこ

と。 

 

(3) 救急医療の充実 

   二次救急医療機関として、住民が安心

できる救急医療体制の充実を図ること。 

 

 ２ 医療水準の向上 

  (1) 医療職の人材確保 

   医療センターにおいて提供する医療水

準を向上させるため、優秀な医師、看護師及

び医療技術職員の確保に努めるとともに、教

育研修体制の充実を図り、臨床研修医及び後

期研修医（専門分野の研修を行う医師をい

う。）の受入れに努めること。 

   医師及び看護師等の人材確保について

は、大学等関係機関との連携強化を図ること。

また、働きやすいワークライフバランスの充

実を実現し、優秀な医療人材が集まる病院と

なることを目標とする。短時間正職員等、多

様な価値観や家庭環境に柔軟に対応できる勤

務形態を整備し、職員満足度の更なる向上を

目指す。そのうえで教育実習等の受け入れや

関係教育機関との連携強化を図ること。これ

らについて、市としても最大限の努力をする。 
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 (2) 医療職の専門性及び医療技術の向上 

   医師、看護師及び医療技術職員に対し

て、資格の取得も含めた教育研修体制の充実

を図るなど、専門性及び医療技術の向上（ス

キルアップ）を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地域医療連携の推進 

地域の中核的病院として、他の医療機

関との機能分担と連携を強化するとともに、

山武郡市医師会及び山武郡市歯科医師会から

の紹介患者の受入と両医師会との医療情報の

共有化を推進すること。 

 

 

   地域の医療機関・介護保険施設等と連

携して、往診や訪問看護による在宅療養者及

び家族を総合的に支援する体制を構築するこ

と。 

 

  (4) クリニカルパスの向上 

   標準的かつ効率的な医療を提供するこ

とで患者負担を軽減し、治療期間の短縮にも

寄与できるよう、クリニカルパス（疾患別に

退院までの治療内容を標準化した計画表をい

う。）の作成及び適用を進め、質の高い医療

を提供すること。また、医療機関の連携、ネ

ットワーク化を支える地域医療連携パスの普

及を進めること。 

 

 

 

(2) 医療職の専門性及び医療技術の向上 

   医師、看護師及び医療技術職員に対し

て、資格の取得も含めた教育研修体制の充実

を図るとともに各職務に関連する専門資格の

取得など、自己実現の場として、専門性及び

医療技術の向上（スキルアップ）をサポート

すること。 

   医療スタッフの職員満足度を向上さ

せ、スタッフの確保及び定着を図るため、さ

らに働きやすい環境づくりに努め、職員にと

ってより魅力ある病院を目指すこと。 

 

(3) 地域医療連携の推進 

地域の中核的病院として、他の医療機関との

機能分担と連携を強化するとともに、山武郡

市医師会及び山武郡市歯科医師会からの紹介

患者の受入と両医師会との医療情報の共有化

を図ること。また、医療連携のためのＩＴの

活用を推進すること。 

   地域の医療機関・介護保健施設等と連

携して、往診や訪問看護による在宅療養者及

び家族を総合的に支援する体制を構築するこ

と。医療・保健・介護を健診から在宅まで三

位一体で切れ目なく提供すること。 

 

 (4) クリニカルパスの向上 

   標準的かつ効率的な医療を提供するこ

とで患者負担を軽減し、治療期間の短縮にも

寄与できるよう、クリニカルパス（疾患別に

退院までの治療内容を標準化した計画表をい

う。）の作成及び適用を進め、質の高い医療

を提供すること。また、医療機関の連携、ネ

ットワーク化を支える地域医療連携パスの普

及を進めること。他医療機関との多元的な医

療連携を通じて地域医療の活性化に取り組む

こと。 

 



14 

 

 ３ 患者サービスの一層の向上 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 診療待ち時間の改善等 

   患者サービスの一層の向上を図るた

め、外来診療、検査等の待ち時間の短縮に努

めること。 

 

  (2) 院内環境及び患者・来院者等の快適性

の向上 

   患者や来院者に快適な環境を提供する

ため、施設の改修及び補修をきめ細かく実施

するとともに、患者のプライバシーに配慮し

た院内環境の整備に努めること。 

 

  (3) 患者・来院者の利便性向上 

   病院内の案内等を充実するなど患者・

来院者の移動しやすさに配慮し、利便性の向

上に取り組むこと。 

 

  (4) 職員の接遇向上 

   職員一人ひとりが接遇の重要性を認識

して、接遇の向上に努めること。 

 

 ４ 安心で信頼できる良質な医療の提供 

  (1) 安全対策の徹底 

患者及び住民に信頼される良質な医療を提

供するため、医療事故防止対策・院内感染防

止対策を徹底するとともに、医療事故等に関

する情報の収集分析に努め、再発防止を図る

こと。 

 

 ３ 患者サービスの一層の向上 

  業務改善、人材育成、職員教育等により

患者サービスの一層の向上を行うこと。経営

努力によって医療者を集め、患者サービスを

考えた医療提供を行うことで患者満足度の向

上を図る。地域住民により信頼され必要とさ

れる病院となるため、患者・住民の意見を取

り入れる仕組みづくりを積極的に行うこと。 

 (1) 診療待ち時間の改善等 

   患者サービスの一層の向上を図るた

め、外来診療、検査等の待ち時間の短縮に努

めること。 

 

  (2) 院内環境及び患者・来院者等の快適性

の向上 

   患者や来院者に快適な環境を提供する

ため、施設の改修及び補修をきめ細かく実施

するとともに、患者のプライバシーに配慮し

た院内環境の整備に努めること。 

 

  (3) 患者・来院者の利便性向上 

   病院内の案内等を充実するなど患者・

来院者の移動しやすさに配慮し、利便性の向

上に取り組むこと。 

 

  (4) 職員の接遇向上 

   職員一人ひとりが接遇の重要性を認識

して、接遇の向上に努めること。 

 

４ 安心で信頼できる良質な医療の提供 

  (1) 安全対策の徹底 

患者及び住民に信頼される良質な医療を提

供するため、医療事故防止対策・院内感染防

止対策を立案し、各部署に指導を徹底すると

ともに、医療事故等に関する情報の収集分析

に努め、医療事故の発生及び再発防止を図る

こと。 
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  (2) 信頼される医療の実施 

   医療の中心は患者であるという認識の

もと、患者や地域住民と病院との信頼関係を

築き上げ、真に地域に密着した病院となるこ

と。患者の権利を尊重し、インフォームドコ

ンセント（患者やその家族が、自ら受ける治

療の内容に納得し、自分に合った治療法を選

択できるような十分な説明を受けた上での同

意をいう。）を徹底すること。 

 

 

 

また、セカンドオピニオン（患者やそ

の家族が、治療法等の判断に当たって、主治

医とは別の医師の意見を聴くこと。また、そ

の意見をいう。）の導入について検討するこ

と。 

 

 

 

  (3) 法令の遵守 

   患者が安心して医療を受けられるよ

う、医療法（昭和23年法律第205号）をはじめ

とする関係法令を遵守するとともに、行動規

範と倫理を確立すること。 

   また、個人情報の取り扱いについては、

法令を遵守し適切に行うこと。 

 

 ５ 市の医療施策推進における役割 

  (1) 市の保健・介護行政との連携 

   住民の健康増進を図るため、市の機関

と連携・協力して各種健康診断を実施するな

ど、疾病予防及び介護予防の推進を図ること。 

 

  (2) 災害時における医療協力と役割 

   平時から市との連携をはかり、災害発

 

  (2) 信頼される医療の実施 

   医療の中心は患者であるという認識の

もと、患者や地域住民と病院との信頼関係を

築き上げ、真に地域に密着した病院となるこ

と。患者の権利を尊重し、インフォームドコ

ンセント（患者やその家族が、自ら受ける治

療の内容に納得し、自分に合った治療法を選

択できるような十分な説明を受けた上での同

意をいう。）を徹底すること。  

カルテ・レセプト等医療情報の適切な情報

開示を進め、患者・地域住民との関係をより

強固なものにすること。 

   また、セカンドオピニオン（患者やそ

の家族が、治療法等の判断に当たって、主治

医とは別の医師の意見を聴くこと。また、そ

の意見をいうこと。）外来及び緩和ケア、回

復期リハビリテーションをより充実し、患者

が地域で安心して治療を受けられる環境を整

備すること。 

 

  (3) 法令の遵守 

   患者が安心して医療を受けられるよ

う、医療法（昭和23年法律第205号）をはじ

めとする関係法令を遵守するとともに、行動

規範と倫理を確立すること。 

   また、個人情報の取り扱いについては、

法令を遵守し適切に行うこと。 

 

 ５ 市の医療施策推進における役割 

  (1) 市の保健・介護行政との連携 

   住民の健康増進を図るため、市の機関

と連携・協力して各種健康診断を実施するな

ど、疾病予防及び介護予防の推進を図ること。 

 

  (2) 災害時における医療協力と役割 

   平時から市との連携を図り情報の共有
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生時においては、災害の医療拠点として患者

を受け入れるとともに、市が指揮する災害対

策等に協力すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 住民への保健医療情報の提供及び発

信 

   医療に関する専門分野の知識を活用

し、住民対象の公開講座の開催やホームペー

ジや広報紙等での医療情報の提供など、保健

医療情報の発信及び普及啓発を推進するこ

と。 

 

  (4)住民との連携 

   病院ボランティアの活用を含め、地域

住民と医療センターの連携を深めること。 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項 

 １ 地方独立行政法人としての運営管理体

制の確立 

  医療センターの運営が的確に行えるよ

う、理事会及び事務局等の体制を整備すると

ともに、中期目標、中期計画及び年度計画に

掲げる組織目標が着実に達成できる運営管理

体制を構築すること。 

病院内において指示・文書等の情報の流れを

円滑にし、組織全体として、情報の共有を徹

底するとともに、変化への対応能力、意思決

定のスピードを高めること。 

化に努めるとともに、市が行う災害訓練等に

積極的に参加し、災害対応マニュアルを作成

するなど、災害医療の拠点となるように体制

を備えること。 

また、災害発生時においては、医療提供機能

の提供継続ためのBCP（事業継続計画）及び

災害対策マニュアルの対策をもって地震・津

波・台風その他非常時に対応し、患者を受け

入れる医療救護活動の中心的役割を担うこ

と。 

 

  (3) 住民への保健医療情報の提供及び発

信 

   医療に関する専門分野の知識を活用

し、住民対象の公開講座の開催やホームペー

ジや広報紙等での医療情報の提供など、保健

医療及び健康に関する情報の発信及び普及啓

発を推進すること。 

 

  (4)住民との連携 

   病院ボランティアの受け入れを積極的

に行い、地域に開かれた病院として、地域住

民と医療センターの連携を深めること。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項 

 １ 地方独立行政法人としての運営管理体

制の持続的な発展 

  地方独立行政法人として運営をより的確

に行えるよう、理事会及び事務局等の体制を

整備する。中期目標、中期計画及び年度計画

に掲げる組織目標を確実に達成する認識を持

ちながら病院の維持向上に努め、地方独立行

政法人としての病院運営管理体制を持続させ

ながら発展に努めること。 

病院内において指示・文書等の情報の流れを

円滑・明確にし、組織全体として、情報の共
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 ２ 効率的かつ効果的な業務運営 

  (1) 適切かつ弾力的な人員配置 

   医療需要の変化や病院経営を取り巻く

状況に迅速に対応するため、医師をはじめと

する職員の配置を適切に行う。 

 

  (2) 職員の職務能力の向上 

①医療職の職務能力の高度化・専門化

を図るため、専門医・指導医、認定看護師等

の資格取得も含めた教育研修システム（短期

留学助成などを含む）を整備すること。 

 

 

   ②事務職については、医事業務及び財

務会計等に精通している職員の採用や育成に

努め、事務部門の職務能力の向上を図ること。 

 

 

 

  (3) 人事評価制度の構築 

     職員の努力が評価され、業績や能

力を的確に反映した人事及び昇任管理を行う

ため、公正で客観的な新人事評価制度の導入

を図ること。 

 

 

  (4) 勤務成績を考慮した給与制度の導入 

    

  地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）第57条第１項の規定に基づき、職員の勤

務成績を考慮した給与制度を導入し、適切な

運用を図ること。 

 

  (5) 職員の就労環境の整備 

有を徹底するとともに、変化への対応能力、

意思決定の迅速化を図ること。 

 

 ２ 効率的かつ効果的な業務運営 

  (1) 適切かつ弾力的な人員配置 

   医療需要の変化や病院経営を取り巻く

状況に迅速に対応するため、医師をはじめと

する職員の配置を適切に行うこと。 

 

  (2) 職員の職務能力の向上 

①医療職の職務能力の高度化・専門化

を図るため、専門医・指導医、認定看護師等

の資格取得も含めた教育研修システム（短期

留学助成などを含む）を整備すること。ひい

ては、患者サービスの向上につながる研修を

進めること。 

   ②事務職については、経営企画部門の

水準向上を図り、病院経営全般についてより

推進できる体制とすること。また、総合的な

視点を持ち組織横断的役割を担う職員を育成

すること。 

 

(3) 人事評価制度の適切な運用 

     職員の努力が評価され業績や能力

を的確に反映した人事及び昇任管理を行うた

め、人事評価制度を公正な立場からより一層

適正に運用を図ること。 

 

 

 (4)勤務成績を考慮した給与制度の適切な運

用 

  地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第57条第１項の規定に基づき、職員

の勤務成績を考慮した給与制度について、よ

り一層適正な運用を図ること。 

 

  (5) 職員の就労環境の整備 
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    日常業務の見直しや、施設改善を推

進し、職員にとって働きやすい就労環境の整

備に努めること。 

 

 

 

 

  (6) 業務改善に取り組む組織の醸成 

   職員の意欲を高め、業務運営への積極

的な参画を促すなど、継続的に業務改善へ取

り組む組織風土を醸成すること。 

 

 

 

  (7) 予算執行の弾力化等 

   中期計画の枠において、予算科目や年

度間で予算を弾力的に運用できる会計制度を

活用し、効率的・効果的な事業運営に努める

こと。 

   また、多様な契約手法を活用するなど、

費用面でのコスト削減を図る。 

 

  (8) 収入の確保と支出の節減 

   ア 収支全般 

     医業収支比率については類似黒字

病院と同等を目標とし、かつ給与比率は50％

台を目標として努力すること。またＤＰＣの

導入を検討すること。 

 

 

 

 

イ 収入の確保 

     効果的な病床管理を行うことによ

り病床利用率の向上及び高度医療機器の稼働

率の向上をはかり、収益を確保すること。ま

た、診療報酬改定や健康保険法等の改正に的

    日常業務の見直しや、施設改善を推

進し、職員にとって働きやすい就労環境の整

備に努めること。職員の事情に応じ、その能

力を十分発揮できるような柔軟かつ多様な勤

務形態を取り入れるとともに、業務の見直し

を図ること。 

 

  (6) 業務改善に取り組む組織の醸成 

   より良い病院経営のため、職員の意欲

を高め、業務運営への積極的な参画を促すな

ど、継続的に業務改善へ取り組むこと。ひい

ては、患者サービスの向上につながる改善を

進めること。 

 

  (7) 予算執行の弾力化等 

   中期計画の枠において、予算科目や年

度間で予算を弾力的に運用できる会計制度を

活用し、効率的・効果的な事業運営に努める

こと。 

また、多様な契約手法を活用するなど、

費用面でのコスト削減を図ること。 

 

  (8) 収入の確保と支出の節減 

   ア 収支全般 

     医業収支比率については類似黒字

病院と同等を目標とし、かつ給与比率は50％

台を目標として努力すること。またＤＰＣを

活用することにより、収支両面にわたるマネ

ジメントを徹底し、財務基盤の強化を図るこ

と。 

 

 

イ 収入の確保 

     病床管理による病床利用率の向

上、高度医療機器の稼働率の向上、診療報酬

改定への柔軟な対応及び適切な人員配置など

により、収入面での財務体質の向上を図る。
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確に対処するとともに、診療報酬の請求漏れ

や減点の防止、未収金の未然防止対策と早期

回収に努めること。 

 

 

   ウ 費用節減 

後発医薬品の採用促進を図るとともに、

医薬品及び診療材料等の購入方法を検討して

費用の節減に努め、その他費用についても点

検したうえで節減を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 公的な病院としての使命を果たしていくた

めの経営基盤を確保するため、「第３ 業務

運営の改善及び効率化に関する事項」で定め

た事項に即した中期計画及び年度計画を作成

し、これに基づいて病院を運営することによ

り健全経営を維持すること。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 施設整備の推進 

  回復期リハビリテーション病床･介護老

人保健施設及び病児保育施設の設置を検討す

ること。 

また、診療報酬改定や健康保険法等の改正に

的確に対処するとともに、診療報酬の請求漏

れや減点の防止、未収金の未然防止対策と早

期回収に努めること。 

 

 ウ 費用節減 

効率的な病院経営のため、必要な費用を適

切に見積もるとともに、人件費や経費につい

ては具体的な数値目標を設定し、その達成を

図ること。人件費については、黒字の病院の

数値を参照し、病院の役割・規模・地域性を

考慮して目標を定め削減に努めること。後発

医薬品の採用促進を図るとともに、医薬品及

び診療材料等の購入方法を検討して費用の節

減に努め、費用対効果から総合的に勘案し、

適正な価格において契約を行うこと。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 公的な病院としての使命を果たしていくた

めの経営基盤を確保するため、「第３ 業務

運営の改善及び効率化に関する事項」で定め

た事項に即した中期計画及び年度計画を作成

し、これに基づいて病院を運営することによ

り健全経営を維持すること。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 １ 施設整備の推進 

  介護老人保健施設及び病児保育施設の設

置を検討すること。 

 

 ２ 医療・保健・介護の三位一体的な提供 

  医療センターが中心となり、地域で高齢

者が安心して暮らせるよう、地域包括型医療

の推進に努めること。 
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地方独立行政法人
さんむ医療センター第２期
中期目標（案）概要

山 武 市
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地方独立行政法人の運営のしくみ

中期目標の指示

中期計画の作成・認可

年度計画の届出

中期目標の実績報告

　市は、法人が3年から5年の期間で達成すべき業務運営に関する目標を「中期目標」として指示し、
法人は中期目標を達成するために「中期計画」を作成し、市の認可を受けます。また、各年度の事業
計画「年度計画」を作成し、市に届け出ます。なお、中期目標の策定、中期計画の認可の際に議会の
議決を必要とします。
　また、法人の業務実績は、市の附属機関として設置される評価委員会において、事業年度ごと、また
中期目標期間ごとに評価が行われ、その結果は市長へ通知されるとともに、公表されます。

山
武
市
議
会

山
武
市

地
方
独
立
行
政
法
人

中期目標・中期計画の議決

各年度、中期目標の実績評
価の結果報告

評価委員会
各年度、中期目
標の実績評価の
結果報告

各年度、中期目
標の実績評価

中期目標、中期計画
協議・評価 7月24日
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さんむ医療センター中期目標・中期計画の経緯

現在

H22.4.1～H26.3.31

今回

H26.4.1～29.3.31

次回

H29.4.1～

一部事務組合の解散
地方独立行政法人
病院の新生

↓
1. 地域の特性に配慮
した医療の確立と提
供

2. 地方独立行政法人
としての運営管理体
制の確立

3. ＤＰＣ導入による経
営の効率化、業務
改善等

地域に根ざした地方独
立行政法人病院として
の更なる成長（継続目標）

今回から引き続き

・地域包括型医療
・医療・保健・介護の
三位一体経営

↓
新たな医療サービスを
展開するための手段

↓
医療提供内容にふさわ
しい施設整備・移転等
の具体化

地域に根ざした地方独立
行政法人病院としての成長

↓

1. 地域の特性に配慮した
医療の提供

・ 地域包括型医療
・ 地域医療連携
・ 医療・保健・介護の
三位一体経営

2. 地方独立行政法人とし
ての運営管理体制の持
続的な発展

3. DPC活用による財務基
盤強化及びより良い医
療の提供
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今回の中期目標（案）・中期計画（案）のポイント①

使命・目的 地域住民が安心して暮らせる「安定した医療サービスの提供」（病院の存続）

目標
(7)

期間：3年＋3年（予定）の計6年を通じた計画
１．地域の特性に配慮した医療の提供
→ 少子高齢化の進む山武市において、公的病院として、地域住民に必要な医療
を提供する。

２．地域包括型医療・地域医療連携
→ 「切れ目のない医療」を提供することにより、地域住民に安心感を与える。
制度の違いを感じさせない円滑な運営により、地域住民の利益に貢献する。

３．医療・保健・介護の三位一体経営
→ 新たな医療サービスを展開するための手段として施設整備・移転等を検討
４．医療水準の向上
→ 医師・看護師等医療者を確保し、更なる医療水準の向上を図ることで、良質な
医療を提供する。また、医療連携のためＩＴの活用を推進する。

５．患者サービスの一層の向上
→ 患者・住民の意見を取り入れられる体制の強化及び職員が患者の立場に立っ
た接遇を行い、患者満足度の更なる向上を図る。また、業務改善、人材育成、

職員教育等による患者サービスの向上を行う。
６．安心で信頼できる優れた医療の提供
→ 産科医療及び緩和ケア・回復期リハビリテーションの更なる充実等により、優れ
た医療サービスを行うことで、地域住民からの医療に対する安心信頼を得る。

７．市との医療施策推進における役割
→ 災害発生時においては、ＢＣＰ（事業継続計画）及び災害対応マニュアルに基
づき医療協力する。
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今回の中期目標（案）・中期計画（案）のポイント②

手段

・地方独立行政法人病院としての運営管理体制の持続的な発展
・効率的かつ効果的な業務運営
＜概要＞
１ 臨床：疾病予防から急性期医療、回復期医療、ターミナルケア（終末期医療）まで

行い、住民が地域で充実した医療を受けられる体制をより強固なものにする。
①健診から在宅まで「切れ目のない」医療提供
②回復期リハビリテーション病棟における運営の更なる活性化
③がん治療（緩和ケア）の推進
④救急医療の充実
２ 経営：医療に必要な経営資源をより合理的かつ効果的に配分する。患者満足度

の向上のため、職員満足度の向上を図り、中核病院としての役割を務める。
①ＤＰＣ活用によるマネジメント→良質な医療提供及び経営基盤強化の両立
②職員満足度向上→働きやすい病院→優秀な医療人材が集まる病院に
③患者サービス向上に繋がる業務改善、人材育成、卒後教育等を通じた成長

＜詳細な手段＞
・予算（人件費を含む）、収支計画及び資金計画
・診療体制の整備（医師・看護師確保）
・業務改善への取り組み
・職員の職務能力の向上
・災害時における医療協力と役割

着地点 より良い病院経営 → 財務基盤強化 （いつまでも医療のあるま

ち）


